
学習支援費について

こさま かつどうひ がくしゅうしえんぴ

お子様のクラブ活動費にあてていただく「学習支援費」は、
いちりつ しきゅう かてい しんせい しやくしょ

一律に支給されるのではなく、ご家庭から申請をいただき、市役所
しきゅうたいしょう しんさ きじゅんがく はんい しきゅう

で支給対象となるか審査をしてから、基準額の範囲で支給されます
かなら しんせい ねが

ので、必ず申請をお願いします。 R5.4.1改

きじゅんがく ねんかんじょうげんがく しょうがくせい がくねん ねんがく えんいない

基準額（年間上限額）： 小学生 １学年あたり 年額16,000円以内
ちゅうがくせい がくねん ねんがく えんいない

中学生 １学年あたり 年額59,800円以内
こうこうせい がくねん ねんがく えんいない

高校生 １学年あたり 年額84,600円以内
しんせいてつづき しんせい ひつよう きんがく がっこう しょるい

申請手続 ： 申請にあたっては、必要となる金額がわかる学校からの書類や、
じさん くだ さき きんがく ばあい

チラシなどを持参して下さい。（先に金額がわからない場合など
こうにゅうご りょうしゅうしょ きんがく かくにん かね わた

は、購入後に領収書などで金額を確認し、お金をお渡しします。）
りょうしゅうしょ こうつうひ ぶひ と ていしゅつ ひつよう

※ 領収書は、交通費や部費などの取りにくいものであれば提出の必要はありません。

がっこう きょういくかつどう じっし かつどう ぶかつどういがい ひつよう ひよう たいしょう

学校の教育活動として実施されるクラブ活動や部活動以外に必要な費用も対象となる
ばあい てつづき しょうさい たんとう かくにん

場合があります。手続の詳細については、担当のケースワーカーにご確認ください。
しゅうにゅう ばあい しゅうにゅう にんてい ぶん かつどう ひよう つか

※ アルバイト収入などがある場合は収入として認定せずに、その分クラブ活動の費用に使う
しゅうにゅう ばあい そうだん

ことができます。アルバイト収入などがある場合にはケースワーカーにご相談ください。

＜支給対象となる費用＞
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